
副会長 会長

○ ○

【委員】
久留米市消費者連絡協議会
会長
野田　周子（のだ　かねこ）

○ ○

【委員】
中京大学
准教授
齊藤　由里恵（さいとう ゆりえ）

【委員】
久留米市農業協同組合

権藤　裕子（ごんどう　ゆうこ）

○ ○

【委員】
九州大学工学研究院
准教授
広城 吉成（ひろしろ よしなり）

○

【委員】
日本公認会計士協会北部九州会
筑後部会
香月　孝文（かつき たかふみ）

○

【委員】
久留米商工会議所
女性会会長
川村 芳子（かわむら よしこ）

○ ○

○

【委員】
福岡県料飲業生活衛生組合連合会
筑後支部長
倉八　啓壽（くらはち ひろとし）

○○

【委員】
久留米市校区まちづくり連絡協議会
副会長
深山　和義（ふかやま かずよし）

　　　　　　　　　　【アドバイザー】
　　　　　　　　　　国土交通省九州地方整備局
　　　　　　　　　　建設部都市調整官
　　　　　　　　　　三浦　裕明（みうら ひろあき）

　【アドバイザー】
　福岡県
　県土整備部水資源対策課水道整備室主幹
　古川　幸司（ふるかわ　こうじ）
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【委員】
久留米工業大学
教授
大森　洋子（おおもり ようこ）
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日時：令和２年７月１４日（火）
１４：００～１６：００

場所：久留米企業局 ３階 第１会議室



久留米市上下水道事業運営審議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例（昭和３３年久留米市条例第８号）第３

条の規定に基づき、久留米市上下水道事業運営審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ水道事業及び下水道事業の運営に関する必要な事項について調

査審議し、意見を答申するものとする。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す 

る。 

 （会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。 

 （補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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久留米市上下水道事業運営審議会要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、久留米市上下水道事業運営審議会規則（令和２年久留米市規則第 13

号）第８条の規定に基づき、久留米市上下水道事業運営審議会（以下「審議会」という。）

の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （委員以外の会議への出席） 

第２条 会長は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者を会議に出席

させ、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。 

 

（会議の非公開） 

第３条 会長は、久留米市情報公開条例（平成 13 年久留米市条例第 24 号）第 32 条第 1 項

ただし書きの定めるところにより、審議会に諮り、当該会議を非公開とすることができる。 

 

（傍聴手続き） 

第４条 傍聴を許可する者（以下「傍聴者」という。）の定員は、10 名以内とする。ただし、

開催会場の都合により許可する人数を制限することがある。 

２ 傍聴を希望する者（以下「傍聴希望者」という。）は、開会時刻までに、開催会場で受

付をし、会長の許可を得たうえで、係員の指示に従い会場に入室するものとする。なお、

会議開会後の入室は認めない。 

３ 傍聴希望者の受付は、会議の当日、開会予定時刻の３０分前から先着順で行い、定員に

なり次第受付を終了する。また、定員に達しない場合においても、開会予定時刻の５分前

の時点で受付を終了する。 

 

（傍聴席） 

第５条 傍聴者は、指定された場所で傍聴しなければならない。 

 

 （傍聴者の守るべき事項） 

第６条 傍聴者は次に定める事項を守らなければならない。 

⑴ 会議開催中は、静かに傍聴すること。 

⑵ 傍聴者は、発言をすることはできない。また、傍聴者は、拍手その他の方法により公

然と可否を表明しないこと。 

⑶  騒ぎ立てるなど、議事の妨害をしないこと。 

⑷ 示威的行為をしないこと 
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⑸ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

⑹ 携帯電話等の無線機を使用しないこと。 

⑺ 会場において、会長の許可なく、会議の模様の録音、撮影等を行わないこと。 

⑻ みだりに傍聴席を離れないこと。 

⑼ その他、会場の秩序を乱し、会議開催の支障となる行為をしないこと。 

 

 （傍聴者の退場） 

第７条 傍聴者は、次の場合は、速やかに退場しなければならない。 

 ⑴ 第２条の規定により、会長が当該会議を非公開と宣言し、傍聴者の退場を命じたとき。 

 ⑵ 会議における議案の審議が終了したとき 

  

 （係員の指示） 

第８条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。 

 

 （秩序の維持） 

第９条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な命令をすることができる。 

２ 会長は、傍聴者が第５条から前条までの規定に違反するときは、これを制止し、その命

令に従わないときは傍聴者を退場させることができる。また、退場を命じられた者は、当

日再び会場に入室することはできない。 

 

 

  附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 


